
 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 865 

登 録 日 令和６年５月１５日 

名 称 株式会社大阪屋製菓 

代表者職名・氏名 代表取締役 水野 貴之 

所 在 地 〒８９２－０８１９ 

鹿児島市柳町１０番８号 

電 話 ０９９－２４７－１４１１ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｱﾄﾞﾚｽ https://www.chinchinmame.jp 

業 種 製造業 

業 務 概 要 落花生製品，木の実，豆菓子の製造及び卸業 

行 動 計 画 期 間 令和５年２月１日 ～ 令和８年１月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標 1）２０２３年６月３０日までに，小学校就学前の子を持つ社員が，希

望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入します。 

〈対策〉 

・２０２３年２月～ 社員へのアンケート調査，検討開始 

・２０２３年６月～ 制度の導入，社内報などによる社員への周知 

目標２）２０２５年４月３０日までに，年次有給休暇の取得日数を１人当た 

り平均年間６日以上とする。 

〈対策〉 

・２０２３年２月～ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

・２０２４年６月～ 社内検討委員会での検討開始 

・２０２５年２月～ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施 

・２０２５年３月～ 有給休暇取得予定表の掲示や，取得状況のとりまとめな 

どによる取得促進のための取組の開始 

https://www.chinchinmame.jp/

